
1.高齢期の特性を踏まえ、安全方針を示し体制を整備します。

2.現場の危険源を把握し、リスクアセスメントを実施します。

3.健康診断や体調申告を踏まえ、無理のない配置を行います。

4.転倒・熱中症・車両接触防止の注意点を点呼で共有します。

1.体調の変化や疲労を早期に申し出て、安全に業務にあたります。

2.現場に潜む危険箇所を確認し、指示を正確に守ります。

3.支給された保護具・反射材ベスト・無線機を正しく使用します。

4.共有された注意事項を理解し、仲間と声を掛け合い安全を確保します。

「SafeworK向上宣言」は、宮城労働局及び県内の各労働基準監督署のほか、上記の関係団体が運営しています。

様式１

宮城労働局・各労働基準監督署、中央労働災害防止協会東北安全衛生サービス
センター、建設業労働災害防止協会宮城県支部、陸上貨物運送事業労働災害防
止協会宮城県支部、港湾貨物運送事業労働災害防止協会宮城県支部、林業・木
材製造業労働災害防止協会宮城県支部、公益社団法人宮城労働基準協会

伸興警備保障株式会社
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 SafeworK 向上宣言

令和7年12月1日

🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

　私は事業主として、高年齢労働者の経験と力を大切にし、誰もが安心して働け
る環境づくりを進めます。安全は警備業の使命であり、信頼の根本です。

　私たち労働者は、事業主の宣言に基づき、自身の体調と周囲への配慮を忘れ
ず、安全を最優先に行動します。


